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　申告期限は１月31日㈪ですが、
まだお済みでない方は、お早めに
固定資産税係まで申告してくださ
い。

問い合わせ　
　町民課 固定資産税係 
　☎86-6073

　家屋や倉庫等を新築・取壊しし
た場合は、固定資産税係までご連
絡ください。

償却資産の申告

家屋等の新築・取壊し
はご連絡ください

軽 自 動 車 税

廃車・譲渡・盗難のときは届け出を
３月31日㈭までにしましょう

　租税条約該当の外国人技能実習
生を雇用している事業者は、３月
15日㈫までに町へ届出書を提出
してください。届出書は町ホーム
ページでダウンロードできます。

問い合わせ
   町民課 賦課徴収係 
　☎86-6073

外国人技能実習生
を雇用している方
へ

　申告相談期間中（２月16日㈬～
３月15日㈫）は、窓口が大変混み
合います。完成している申告書は、
郵送での提出にご協力ください。
郵送がおすすめの人
・ 公的年金の収入が400万円以下

で、その他の収入がなく、所得
税の還付申告をしない人

・ 収入がなかった人（遺族・障害
年金、雇用（失業）保険、傷病
手当のみなど）

郵送先
　〒289-0692
　東庄町笹川い4713-131
　東庄町役場町民課賦課徴収係

郵送による
町・県民税（住民
税）申告書の提出

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日
現在で所有者に課税されます。廃車、譲
渡、盗難などで車両がない場合でも、届け
出をしないと登録に基づき課税されます。
　届け出が済んでいない方は、３月末まで
に手続きをしてください。なお、３月末日
が近づくと混雑しますので、早めの手続き
をお願いします。

手続きする場所
▶軽自動車（四輪）
　軽自動車検査協会千葉事務所
　☎050-3816-3114

▶自動二輪（125㏄超）
　千葉運輸支局
　☎050-5540-2022

▶原付・小型特殊自動車（125㏄以下）
　役場町民課③窓口

問い合わせ
　町民課 賦課徴収係　☎86-6073

税 の お 知 ら せ



冬の省エネルギー

コジュリンくん
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臨時特別給付金（10万円/１世帯）が
支給されます

　　　 基準日（令和３年12月10日）に世帯
全員の令和３年度「住民税均等割が
非課税」の世帯

　　　　　　　　
　町から確認書が届きます。内
容を確認、必要事項を記入して
添付書類とともに返送してくだ
さい。確認書は２月１日㈫に郵
送します。

　　　 新型コロナウイルス感染症の影響
で、令和３年１月以降の収入が減少
し「住民税非課税額相当」の収入と
なった世帯（家計急変世帯）

　　　　　　　　
　申請が必要です。必要事項を記入して、
添付書類とともに提出してくださ
い。（申請書は、役場窓口や町ホー
ムページで入手できます。）

※①②とも世帯全員が、住民税が課税されている親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。

詐欺被害に注意
　この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意
ください。給付金の支給にあたり、ＡＴＭの操作をお願い
したり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

 不明な点がありましたら、担当まで
お問合せください。
問い合わせ　
　総務課 庶務係　☎86-6082

　住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、住民税均等割非課税世帯や令和３年１月以降に
新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。

給 付 金 の 支 給 額　１世帯あたり10万円
給付金の支給時期　町が確認書または申請書を受理した日から２週間後が目安
支給対象と手続き　支給対象となる世帯は①②のいずれかにあてはまる世帯

住民税非課税世帯・新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯

１ ２

添付書類とともに提出してくださ
い。（申請書は、役場窓口や町ホー


